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令和７年第２回（６月招集） 

袖ケ浦市議会定例会議案 
No.１ 

議案番号 件 名 等 関係部等 

議案 

第１号 

袖ケ浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 デジタル技術を活用した行政の推進によって市民サービス

の更なる向上を目指すとともに、行政運営の簡素化及び効率

化を図るため、条例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 令和７年７月１日 

企画政策部 

議案 

第２号 

袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

選挙長等の報酬額について、国会議員の選挙等の執行経費

の基準に関する法律に定める額に準拠するよう、条例の一部

を改正しようとするものである。 

施行日 公布の日 

総務部 

議案 

第３号 

袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

（主な内容） 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正された

ことに伴い、育児に関する部分休業制度を拡充するため、条

例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 令和７年１０月１日 

総務部 

議案 

第４号 

袖ケ浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

（主な内容） 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の一部改正等に伴い、仕事と育児の両立支援

制度を利用しやすい勤務環境の整備等の措置を講じるため、

条例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 令和７年１０月１日ほか 

総務部 

議案 

第５号 

袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改

正する法律の一部が施行され、個人住民税について給与所得

控除の見直しや大学生年代の子等に関する特別控除の創設な

どに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 公布の日ほか 

財政部 
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No.２ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第６号 

袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 （主な内容） 

 地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税に係る

課税限度額及び軽減措置の対象となる世帯の判定所得基準が

引上げられたことに伴い、条例の一部を改正しようとするも

のである。 

 施行日 公布の日 

市民子育て

部 

議案 

第７号 

令和７年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第２号） 

 （主な内容） 

財政部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

３０４億 

８千１３７万円 

３００億 

６千７５１万８千円 

４億 

１千３８５万２千円 

議案 

第８号 

専決処分の承認を求めることについて（袖ケ浦市税条例の一

部を改正する条例の制定について） 

 （主な内容） 

 令和７年３月３１日付けで地方税法及び地方税法等の一部

を改正する法律の一部を改正する法律が公布され、その一部

が同年４月１日から施行されたことに伴い、袖ケ浦市税条例

の一部を改正したものである。 

 施行日 令和７年４月１日 

財政部 

議案 

第９号 

専決処分の承認を求めることについて（袖ケ浦市都市計画税

条例の一部を改正する条例の制定について） 

 （主な内容） 

 令和７年３月３１日付けで地方税法及び地方税法等の一部

を改正する法律の一部を改正する法律が公布され、その一部

が同年４月１日から施行されたことに伴い、袖ケ浦市都市計

画税条例の一部を改正したものである。 

 施行日 令和７年４月１日 

財政部 

報告 

第１号 

市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について 

 （主な内容） 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、市が出資

又は債務を負担している法人の経営状況について報告する。 

 対象法人：袖ケ浦市土地開発公社 

総務部 

報告 

第２号 

令和６年度袖ケ浦市一般会計予算の継続費繰越計算書につい

て 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、令和６

年度袖ケ浦市一般会計予算において設定した継続費について

継続費繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 

 

 

 

-6-



No.３ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

報告 

第３号 

令和６年度袖ケ浦市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書に

ついて 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和６

年度袖ケ浦市一般会計予算において設定した繰越明許費につ

いて繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 

報告 

第４号 

令和６年度袖ケ浦市一般会計予算の事故繰越し繰越計算書に

ついて 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、事故繰

越し繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 

報告 

第５号 

令和６年度袖ケ浦市下水道事業会計予算の繰越について 

 （主な内容） 

 令和６年度袖ケ浦市下水道事業会計予算について、地方公

営企業法第２６条第１項の規定により、別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

都市建設部 

報告 

第６号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第２号 袖ケ浦市坂戸市場１番地１（袖ケ浦市役所敷地

内）で発生した車両物損事故に係る和解及び損害賠償の額

の決定について 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和６年１１月２８日 

２ 事 故 発 生 場 所 袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

（袖ケ浦市役所敷地内） 

３ 事 故 の 相 手 方 個人 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 ２３４，６３０円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

企画政策部 

報告 

第７号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第３号 袖ケ浦市下根岸３８５番地 宝蔵寺敷地内で発

生したポンプ車両による物損事故に係る和解及び損害賠償

の額の決定について 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和７年２月１５日 

２ 事 故 発 生 場 所 袖ケ浦市下根岸３８５ 宝蔵寺 

敷地内 

３ 事 故 の 相 手 方 法人 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 １３８，６００円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

消防本部 
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No.４ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

報告 

第８号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第４号 袖ケ浦市下新田１２７７番地 根形交流センタ

ーで発生した物損事故に係る和解及び損害賠償額の決定に

ついて 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和６年１１月２日 

２ 事 故 発 生 場 所 袖ケ浦市下新田１２７７番地 

 根形交流センター 

３ 事 故 の 相 手 方 団体 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 ５７０，４５２円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

教育部 

報告 

第９号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第７号 県道木更津根形線飯富４０７付近道路上で発生

したホースブリッジによる車両物損事故に係る和解及び損

害賠償の額の決定について 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和７年２月２３日 

２ 事 故 発 生 場 所 県道木更津根形線飯富４０７ 

付近道路上 

３ 事 故 の 相 手 方 個人 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 ９７５，６００円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

消防本部 
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袖ケ浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

袖ケ浦市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 袖ケ浦市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報

通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定

めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的

とする。 

第１条 この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により行うことができるようにするための共通する事項を定めること

により、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効

率化に資することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等＿＿＿人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。 

(4)～(10) （略） (4)～(10) （略） 

（電子情報処理組織による申請等） （電子情報処理組織による申請等） 

第３条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定

において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの

については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところによ

り、電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使

用する方法により行うことができる。 

第３条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定

により＿書面等により行うこととしている＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿もの

については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところによ

り、電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下同じ。）と申請等をする者＿＿の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。＿＿＿＿＿）を使

用して行わせることができる＿＿＿。 
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２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等につい

ては、当該申請等に関する他の＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿条例等の規定に規定する方法＿により行われたものとみなして、当該

条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行われた申請等につい

ては、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関す

る条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、＿＿

＿＿＿＿＿＿＿当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、

当該申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。 

３ 第１項の規定により＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行われた申請等は、

同項の＿＿＿＿＿＿市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿当該申請等に関する他の条例等

の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の電子

計算処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等について

は、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人

番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個

人番号カードをいう。第７条において同じ。）の利用その他の氏名又は

名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代える＿＿

＿＿＿＿＿＿ことができる。 

４ 第１項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条例等

の規定により＿署名等をすることとしているもの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿について

は、当該条例等の規定にかかわらず、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名又は

名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等

に代えさせることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の

納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等

の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることがで

きる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場

合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものが

ある場合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用

する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があ

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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る場合として規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該

申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。こ

の場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた

申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下こ

の項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（電子情報処理組織による処分通知等） （電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例

等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されて

いるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めると

ころにより、電子情報処理組織を使用する方法により＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行うことができる。ただし、

当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法によ

り受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

第４条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例

等の規定により＿書面等により行うこととしている＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めると

ころにより、電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機と処

分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等に

ついては、当該処分通知等に関する他の＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿条例等の規定に規定する方法＿により行われたものとみ

なして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適

用する。 

２ 前項の規定により＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行われた処分通知等に

ついては、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分

通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみ

なして、＿＿＿＿＿＿＿＿＿当該処分通知等に関する条例等の規定を適

用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等

は、当該＿処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したも

のとみなす。 

３ 第１項の規定により＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行われた処分通知等

は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したも

のとみなす。 

４ 処分通知等のうち＿＿＿＿＿＿＿＿＿当該処分通知等に関する他の条

例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の

電子計算処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等につ

４ 第１項の場合において、市の機関は、当該処分通知等に関する他の条

例等の規定により＿署名等をすることとしているもの＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿につ
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いては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができ

る。 

いては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができ

る。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情が

ある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要が

あるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報

処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認め

られる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めるとこ

ろにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の

規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」

とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を

適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」と

する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

（添付書面等の省略） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等

であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際

し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定に

かかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織

を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区

分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使

用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参

照することができる場合には、添付することを要しない。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（手続等に係る情報システムの整備等） （手続等に係る情報システムの整備等） 

第８条 市の機関は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため＿＿

＿＿＿＿＿＿、情報システムの整備その他の必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

第７条 市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推

進を図るため、情報システムの整備その他＿必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 
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２ 市の機関は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信技術の活用

＿における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。 

２ 市は＿＿＿、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利

用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。 

３ 市の機関は、市の機関に係る手続等における情報通信技術を活用した

行政の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化その他の見直

しを行うよう努めなければならない。 

３ 市は＿＿＿、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の

推進＿＿＿に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう＿

＿＿＿＿＿＿努めなければならない。 

（情報通信技術を活用した行政の推進＿に関する状況の公表） （手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） 

第９条 市長は、少なくとも毎年度１回、市の機関が電子情報処理組織を

使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他こ

の条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況に

ついて、インターネットの利用その他の方法により公表するものとす

る。 

第８条 市長は、少なくとも毎年度１回、市の機関が電子情報処理組織を

使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他こ

の条例の規定による情報通信の技術の利用＿＿＿＿＿＿に関する状況に

ついて、インターネットの利用その他の方法により公表するものとす

る。 

（委任） （委任） 

第１０条 （略） 第９条＿ （略） 
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附則第２項 袖ケ浦市印鑑条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（印鑑登録証明の申請） （印鑑登録証明の申請） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７

項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下こ

の項において「公的個人認証法」という。）第３条第１項に規定する個

人番号カード用署名用電子証明書又は同法第２２条第１項に規定する個

人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限

る。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）

第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって公的個人

認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。）を利用して印鑑登録証明を受け

ようとするときは、利用者自らが電子情報処理組織（袖ケ浦市情報通信

技術を活用した行政の推進に関する条例＿＿＿（平成２１年条例第１

号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）に暗証番号そ

の他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請す

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７

項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下こ

の項において「公的個人認証法」という。）第３条第１項に規定する個

人番号カード用署名用電子証明書又は同法第２２条第１項に規定する個

人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限

る。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）

第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって公的個人

認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。）を利用して印鑑登録証明を受け

ようとするときは、利用者自らが電子情報処理組織（袖ケ浦市行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成２１年条例第１

号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）に暗証番号そ

の他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請す

ることができる。 
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袖ケ浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

 区分 

 

職名 

報酬額 旅費   区分 

 

職名 

報酬額 旅費  

 宿泊料 

（１夜 

 につき）

食卓料 

（１夜 

につき）

  宿泊料 

（１夜 

 につき）

食卓料 

（１夜 

 につき）

 

  略    略  

 選挙長 １日 国会議員の選

挙等の執行経

費の基準に関

する法律（昭

和２５年法律

第１７９号）。

以下「執行経

費基準法」と

いう。）第１

４条第１項各

号に掲げる職

の区分に応じ 

、それぞれ当

該各号に定め

る額 

 

（略） （略）   選挙長 １日 １０，８００ （略） （略）  

 投票所の投票管理者   投票所の投票管理者 １２，８００  

 期日前投票所の投票管理者   期日前投票所の投票管理者 １１，３００  

 開票管理者   開票管理者 １０，８００  

 選挙立会人   選挙立会人 ８，９００  

 投票所の投票立会人   投票所の投票立会人 １０，９００  

 期日前投票所の投票立会人   期日前投票所の投票立会人 ９，６００  

 開票立会人   開票立会人 ８，９００  
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 不在者投票所の投票立会人  執行経費基準

法第１３条の

２第２項に定

める額 

  不在者投票所の投票立会人 １０，９００  

 略  略 

 

 備考 

１・２ （略） 

 

  備考 

 １・２（略） 
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袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例） （育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例） 

第１６条 育児短時間勤務又は法第１７条の規定による短時間勤務＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿をしている職員（以下「育児短時間勤

務職員等」という。）の給料月額は、その者の属する職務の級及びその

者の受けている号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

第１６条 育児短時間勤務又は法第１７条の規定による短時間勤務（以下

「育児短時間勤務等」という。）をしている職員（以下「育児短時間勤

務職員等」という。）の給料月額は、その者の属する職務の級及びその

者の受けている号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

２ （略） ２ （略） 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１７条 法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

第１７条 法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1) 法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員 (1) 育児短時間勤務職員等＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 勤務日の日数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を考慮して任命権者が定

める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿を除く。次条において同じ。） 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定

める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短時間

勤務等」という。）を除く         。） 

（第１号部分休業の承認） （部分休業   の承認） 

第１８条 法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３０分を単

位として行うものとする。 

第１８条 部分休業（法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以下

同じ。）の承認は、正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間

勤務等を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職

員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて３０分を単

位として行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」とい ２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」とい
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う。）又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定による介護時間の承

認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する第１号部分

休業の承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介

護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

う。）又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定による介護時間の承

認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休業＿

＿＿の承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介

護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につき、

当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５

分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）第６１条の２第２０項の規定による介護をす

るための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受け

て勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２

時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業＿＿＿の承認については、１日につき、

当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５

分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）第６１条の２第２０項の規定による介護をす

るための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受け

て勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２

時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

（第２号部分休業） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第１８条の２ 法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第

１項に規定する部分休業の承認は、１時間を単位として行うものとす

る。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定

める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある

場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 

当該勤務時間の時間数 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であっ

て、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時

間数 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

（法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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第１８条の３ 法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月

１日から翌年３月３１日までとする。 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例

で定める時間） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第１８条の４ 法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準

として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める時間とする。 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 ＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に

１０を乗じて得た時間 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第１８条の５ 法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条

第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じた

ことにより同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」とい

う。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の

養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第１９条 職員（会計年度任用職員を除く。）が法第１９条第１項に規定

する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第１０条の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第１９条に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

第１９条 職員（会計年度任用職員を除く。）が部分休業＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第１０条の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第１９条に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

２ （略） ２ （略） 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 

第２０条 法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の

条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

第２０条 第１３条の規定は、部分休業について準用する。 

-19-



袖ケ浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

 （介護休暇）  （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者（第１８条の３第１項に

おいて「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項

及び次条において同じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定め

るところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月

を超えない範囲内で指定する期間（次項及び次条において「指定期間」

という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇とする。 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、

父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者（第１８条の２第１項に

おいて「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項

及び次条において同じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定め

るところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月

を超えない範囲内で指定する期間（次項及び次条において「指定期間」

という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等）  

第１８条の２ 任命権者は、袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例（平

成４年条例第１号）第２１条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定

による申出をした職員（以下この項において「申出職員」という。）に

対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号にお

いて「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるた

めの措置 

 

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」と

いう。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 
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(3) 袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例第２１条の規定による申

出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に

起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想

される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資す

る事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

 

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号にお

いて「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるた

めの措置 

 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認する

ための措置 

 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象

職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される

職業生活と家庭生活の両立との支障となる事情の改善に資する事項に

係る対象職員の意向を確認するための措置 

 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認し

た事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）  （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１８条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とす

る状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護

との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立

支援制度等の請求等＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第１８条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とす

る状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護

との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立

支援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）
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に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

 （勤務環境の整備に関する措置）  （勤務環境の整備に関する措置） 

第１８条の４ （略） 第１８条の３ （略） 
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袖ケ浦市税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（公示送達） （公示送達） 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２

項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法

施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧すること

ができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を

袖ケ浦市公告式条例（昭和４６年条例第２号）第２条第２項に規定する

掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映

像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるこ

とによってするものとする。 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

袖ケ浦市公告式条例（昭和４６年条例第２号）第２条第２項に規定する

掲示場に掲示して行う＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ものとする。 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１８条の３ 施行規則＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対

象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由

により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対

象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由

により種別割を滞納している場合においてその旨とする。 

（所得控除） （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいず

れかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第１１

項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控

除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額を、前年

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいず

れかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３項から第１１

項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控

除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を、前年
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の合計所得金額が２，５００万円以下である所得割の納税義務者につい

ては、同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれ

ぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

の合計所得金額が２，５００万円以下である所得割の納税義務者につい

ては、同条第２項、第６項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれ

ぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項

第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金＿＿＿＿＿＿を

支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額（当該納

税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出し

た場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。

以下この項において「控除額」という。）をその者の第３４条の３及び

前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この

場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除

額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項

第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を

支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額（当該納

税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出し

た場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。

以下この項において「控除額」という。）をその者の第３４条の３及び

前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この

場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除

額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得税法第７８条第２項第４号に掲げる寄附金のうち、公益信託

に関する法律（令和６年法律第３０号）第６条の規定により千葉県知

事の認可を受けた同法第２条第１項第１号に規定する公益信託の信託

財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄

附金 

(2) 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託（千葉県知事又

は千葉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託で

あるものに限る。）の信託財産とするために支出した金銭であって、

同項の規定により特定寄附金とみなされるもの 

(3) （略） (3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、

施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、

施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給
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与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で

社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１

項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）、法第３１４条の２第４項＿＿＿に規定

する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第

１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び

第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５

万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則

第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）について

は、この限りでない。 

与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で

社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１

項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に規定

する扶養控除額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項

に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けよ

うとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則

第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）について

は、この限りでない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定す 第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定す
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る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族＿＿＿＿＿＿の氏名 

(4) （略） (4) （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受

ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９

００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退

職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項にお

いて同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親

族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限

る。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受

ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９

００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退

職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項にお

いて同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親

族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿  を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下
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この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年

金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年

金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族＿＿＿＿＿＿の氏名 

(4) （略） (4) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

附 則 附 則 

 （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

 第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後段（同条第６項

から第１０項まで及び第１１項（同条第１２項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）の規定によりみなして適用する場合

を含む。）の規定の適用を受けた同法第４０条第３項に規定する公益法

人等（同条第６項から第１１項までの規定により特定贈与等に係る公益

法人等とみなされる法人を含む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺

贈を行った個人とみなして、令附則第３条の２の３で定めるところによ

り、これに同項に規定する財産（同法第４０条第６項から第１１項まで

の規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。）に係る

山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得

割を課する。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２～１２ （略） ２～１２ （略） 

１３ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンション  
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に係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった

場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成

１２年法律第１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者

等から法附則第１５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則

第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンシ

ョンが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件に該当すると認め

られるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を適用する

ことができる。 

１４ （略） １３ （略） 

１５ （略） １４ （略） 

 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例）  

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡し

又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」と

いう。）が行われた加熱式たばこ（第９２条第１号オに掲げる加熱式た

ばこをいい、第９３条の２の規定により製造たばことみなされるものを

含む。以下この条において同じ。）に係る第９４条第１項の製造たばこ

の本数は、同条第３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第９

２条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において

同じ。）の本数によるものとする。 

 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをい

う。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料

のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部と

したものを施行規則附則第８条の４の２に規定するところにより直接

加熱することによって喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱

式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附則第８条の４の３に
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規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第３項までに

おいて同じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算す

る方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グ

ラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙

巻たばこの１本に換算する方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量 

の０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、

当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満であ

る場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻

たばこの２０本に換算する方法 

 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適

用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外

のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡

し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱

式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ご

とに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行

うものとする。 

 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重

量に０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるも

のとする。 

 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造

たばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、

同号ただし書の規定は、適用しない。 

 

 (1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供される 

もの 

 

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により  
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製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される

加熱式たばこ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限

る。）であって当該加熱式たばこのみの品目のもの 
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袖ケ浦市国民健康保険税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が６６０，０００円を超える場合においては、基礎課税額

は、６６０，０００円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が６５０，０００円を超える場合においては、基礎課税額

は、６５０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２６

０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２６０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２４

０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２４０，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６６０，０００

円を超える場合には、６６０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２６０，０００円を超える場合には、２６０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００

円を超える場合には、６５０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２４０，０００円を超える場合には、２４０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）の合算額とする。 
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(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３０５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５６０，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５４５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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袖ケ浦市税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 
  
（種別割の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キ

ロワット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。） 年

額 ２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キ

ロワット以下のもの（エ＿＿＿に掲げるものを除く。） 年

額 ２，０００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リ

ットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．

６キロワットを超え、０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０

００円 

イ ２輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、０．０９リ

ットル以下のもの又は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿定格出力が０．

６キロワットを超え、０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０

００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力

が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

 

エ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウに

掲げるものを除く。）又は定格出力が０．８キロワットを超えるも

の 年額 ２，４００円 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるもの又は＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿定格出力が０．８キロワットを超えるも

の 年額 ２，４００円 

オ （略） エ （略） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に

掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を
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添付し、これを市長に提出しなければならない。 添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力（第８２条第１号ウに掲げる原動

機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力） 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の

交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」と

いう。）、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳（以

下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により

交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者

保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第９２条の規定により交付された身体障害者若しくは身体障害者等

と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成さ

れる世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項に

おいて「運転免許証」という。）又はこれらの者の特定免許情報（同法

第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同

じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第

４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の

交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」と

いう。）、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳（以

下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により

交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者

保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第９２条の規定により交付された身体障害者又は＿＿身体障害者等

と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成さ

れる世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項に

おいて「運転免許証」という。）を提示＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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じ。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければなら

ない。 

＿＿＿＿  するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければなら

ない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する

免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）の番

号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限並び

に運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件 

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有効期限並び

に運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件 

(6) （略） (6) （略） 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、

当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認する

ために必要な措置を受けなければならない。 

 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 
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袖ケ浦市都市計画税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

附 則 附 則 

１～１３ （略） １～１３ （略） 

 （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等）  （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等） 

１４・１５ （略） １４・１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、第１

９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第

３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項、第１５条の２第２項、

第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に

限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項

又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

１６ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、第１

９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３４項まで、第

３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項、第１５条の２第２項、

第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に

限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項

又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 
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